
給与の基本給や諸手当など各支給項目を算出
して総支給額を計算します。
なお、このタスク以降は、給与計算システム
によって手順が異なる場合があります。実際
の作業手順は、お使いのシステムの手順にし
たがってください。

給与計算の処理を行う

給与計算は、会社の就業規則や賃金規程など

で定められた給与の支払ルールを正確に把握

することが求められます。

基本給や諸手当など支給するものだけでなく、

社会保険料や雇用保険料、所得税などの控除

も発生するため、社会保険関連、労働保険関

連などの法令の知識も必要です。

給与計算に必要な情報を知る

時間外手当（残業手当）、休日出勤手当、深
夜手当といった割増賃金の計算は、法令で定
められている割増率などを用いて計算します。
誤った計算をしてしまうと法令違反となるお
それもあるため、正しく理解することが重要
です。

割増賃金の計算方法を知る

以上で給与計算をするとき
に関する業務が完了となります。

G0100給与計算をするとき

給与の支払額が確定後、給与明細書を作成し、
各従業員に配付してください。
また、会社は、法令により賃金台帳を作成す
る義務があります。正社員、契約社員、パー
ト・アルバイトにかかわらず、すべての従業
員の賃金台帳を作成しなければなりません。

給与確定後の処理を行う

給与計算を
するとき

社会保険料や雇用保険料、所得税などの各控
除項目が正しく計算されているか確認を行い
ます。
従業員数の多い会社など、一人ひとりの各控
除項目の額を確認することが難しい場合は、
各部署の合計金額を確認するなど一定のグ
ループごとに確認する方法もあります。

控除項目を確認する

基本給や諸手当などの各支給項目が正しく計算
されているか確認を行います。以下のような従
業員については、より注意を払って確認してく
ださい。
・基本給や諸手当額が変更になった従業員
・入社した従業員、退職した従業員
・産前産後休業・育児休業・介護休業・休職に
入った従業員、復帰した従業員員 など

支給項目を確認する

給与計算システムにより給与計算処理を実行
後、支給控除一覧表などの確認帳票を出力し
て計算結果を確認します。勤怠情報の取り込
みが正常に実行されているか、勤怠情報の確
認を行います。取り込んだ勤怠情報が正しく
反映されていないと、正しく給与支給額を算
出できないおそれがあります。

勤怠情報を確認する

確定した支払額を基に、従業員への給与支払
の準備を行い、給与支払日に確実に給与を支
払うよう対応します。給与の支払方法は、
「通貨払いの原則」により、原則現金で支払
う必要があります。ただし、従業員の同意を
得ることにより、金融機関への振込やデジタ
ル払いにより支払うことができます。

従業員に給与を支払う

「支給控除一覧表」などの確認帳票にある
「差引支給額」と「支払額」をそれぞれ確認
します。
休業や休職などにより支給合計額より控除合
計額が多い従業員については、差引支給額は
「マイナス」になり、支払額が「0円」とな
ります。

差引支給額、支払額を確認する

賃金締切日が到来した後、勤怠情報を集計し
ます。賃金締切日とは、給与計算の対象とな
る期間の最終日のことであり「毎月15日」
「毎月末日」など会社が自由に決めることが
できます。賃金締切日は就業規則の絶対的必
要記載事項です。賃金締切日の定めについて
は、就業規則等を確認してください。

勤怠情報を集計する

保険料や税金は、法令で定められている方法
で計算した額を給与から控除します。
誤った計算をしてしまうと法令違反となるお
それもあるため、正しく理解することが重要
です。健康保険料率は、原則毎年3月に改定
されます。そのため、健康保険料の額も変わ
ることに留意してください。

保険料、税金の計算方法を知る
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